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１

医療機関機能と必要病床数について

医療圏と構想区域について

✓



２

新たな地域医療構想について 令和６年８月26日
第７回新たな地域医療構想等に関する検討会資料一部改

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（2019年度分）の件数を集計したものを、
2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級別に利用率を作成し、
地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

全国的な背景



３

病床機能報告制度（回復期から包括期へ）

現 行 の 地 域 医 療 構 想 新たな地域医療構想

高度急性期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
医療を提供する機能

• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能

• 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸
部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰
を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する
機能（回復期リハビリテーション機能）

• 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
• 長期にわたり療養が必要な重度の障害（重度の意

識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難
病患者等を入院させる機能

高度急性期

急 性 期

包 括 期

慢 性 期

• 高齢者等の急性期患者について、治療と入院早
期からのリハビリ等を行い、早期の在宅復帰を目
的とした治し支える医療を提供する機能

• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能

• 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸
部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰
を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する
機能（回復期リハビリテーション機能）



４

構想策定の具体的なスケジュール（案）
令和７年10月15日
第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料 一部改

第9次医療計画
医療計画
（6か年）

第８次医療計画（前期） 第８次医療計画（後期）

策定ガイドライン発出



５

医療機関機能について
令和７年７月24日
第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料一部改



６

区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方（案）
令和７年８月27日
第3回地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会資料一部改

県内の８つの構想区域のうち、30万人を超えているのは「三泗区域」のみMEMO

今後の病床機能報告から新たに追加される事項



７

急性期拠点機能に係る議論の進め方（案） 令和７年12月12日
第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料一部改



８

入院患者数の推計と実績について
令和７年10月15日
第5回地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会資料一部改

⚫ がんをはじめとする急性期の入院医療の提供は効率化が進み、在院日数の減少や、外来治療への移行等の取組が進んでいる。
また、地域医療構想の取組等により入院受療率は低下し、実際の入院患者数は推計よりも減少している。

⚫ 必要病床数の算定に当たっては、医療技術の進歩や医療提供の効率化の取組等の複数の要因から受療率は低下してきていること
を踏まえ、改革モデルとして受療率の低下を組み込んで計算することとしてはどうか。また、包括期機能について急性期機能の病床に
かわって高齢者等の急性期患者を受け入れることや回復期リハビリテーションの効率的な提供、医療機関の連携・再編・集約化に向
けた取組による効率化等を、改革モデルとして組み込むこととしてはどうか。



９

協議いただきたいこと ①

⚫ そのうえで地域の実情に応じて、各医療機能（診療科）の集約化や連携、病院の再編といった取組も含めた議
論が必要となってくる。

⚫ 新たな地域医療構想においては、地域の医療資源や医療人材を的確に把握し、患者の受療動向等のデータを丁
寧に分析し、地域での最適な医療提供体制を検討していく必要がある。

HOSPITAL

⚫ 現時点では新たな地域医療構想の策定ガイドラインは通知されていないが、今後のこの地域での医療機関の
再編・集約化や機能強化の進め方について、ご意見をいただきたい。

協議いただきたいこと

たとえば、協議に資するデータ（どういったデータをもとに議論を進めるか）や会議の開催頻度、参加する委員や
会議体のあり方など、議論を活性化させるため手法について幅広くご意見をいただきたい。



１０

医療機関機能と必要病床数について

医療圏と構想区域について✓



１１

第８次医療計画における医療圏、地域医療構想における構想区域について

令和７年７月24日第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より



１２

新たな地域医療構想における構想区域について 令和７年７月４日
第116回社会保障審議会医療部会資料一部改



１３

構想区域の役割 令和７年10月31日 
第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



これまでの圏域の設定状況

• 北勢・中勢伊賀・南勢志摩医療圏では、患者の８割以上が医療圏内で入院医療を受けており、概ね標準的な医療提
供体制が一体的に確保されていると認められる

• 東紀州医療圏を南勢志摩と統合する場合、面積が広大となり、南勢志摩医療圏の基幹病院へのアクセスも悪く、へき地
を抱える東紀州地域の医療提供体制の整備がさらに困難になるおそれがる

第６次と同様、４つ（北勢・中勢伊賀・南勢志摩・東紀州）の二次医療圏を設定
⇒ 従前の伊賀サブ保健医療圏、伊勢志摩サブ保健医療圏は、構想区域と圏域が同じであるため、設定せず

三重県

第７次三重県医療計画

第８次三重県医療計画

• 今後の人口減少・高齢化、医師の働き方改革などを踏まえると、東紀州医療圏
に限らず、絶対的な症例数やマンパワーの減少が長期的には避けられず、より広
域での体制整備、診療科等の再編・集約化等に向けた検討は引き続き必要では
ないか。

• 一方で、新たな地域医療構想の議論が国においてこれから本格化するところであり、
二次医療圏と構想区域が異なっている本県は、構想区域の考え方の影響を大き
く受けることから、その方向性を注視する必要がある。

• 上記を踏まえ、第８次計画における医療圏は、第７次医療計画での医療圏を維持。
• 東紀州医療圏等の課題や、新たな地域医療構想における構想区域の議論を踏まえ、

第８次計画の中間評価（令和８年度）又は第９次計画策定（令和11年度）
の際に、二次医療圏の見直しをあらためて検討することを第８次計画に明記。

三重県

平成２９年３月 三重県地域医療構想を策定

平成３０年４月～

二次医療圏をベースとしつつ、高齢社会に対応するため、在宅医療提供体制や、地域包括ケアシステムの構築などを見据え、より地域
に密着した議論がなされるよう、関係団体とも協議の上、二次医療圏を細分化し、８つの構想区域を設定

令和６年４月～

１４

【基準病床数】

【必要病床数】



１５

現状（ ４医療圏 ・ ８構想区域 ）人口と２０４０年の人口推計

桑員

三泗

鈴亀

津伊賀

松阪
伊勢志摩

東紀州

桑員

三泗

鈴亀

津伊賀

松阪
伊勢志摩

東紀州

北勢医療圏

人口約81.4万人 →75.0万人

桑員構想区域

三泗構想区域

鈴亀構想区域

（人口約20.9万人）→19.1万人

（人口約36.5万人  →34.2万人

（人口約23.9万人） →21.7万人

南勢志摩医療圏

人口約40.5万人 →33.4万人

松阪構想区域

（人口約20.1万人） →17.2万人

伊勢志摩構想区域

（人口約20.3万人） →16.2万人

中勢伊賀医療圏

人口約41.9万人 →36.7万人

伊賀構想区域

（人口約15.4万人） →12.9万人

津構想区域

（人口約26.5万人） →23.8万人

東紀州医療圏

人口約5.8万人 →4.1万人

東紀州構想区域

（人口約5.8万人） →4.1万人

出典：三重県人口調査結果（令和７年９月１日現在）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）



１６

三重県の構想区域別人口の将来推計①

○ 生産年齢人口の減少や75歳以上人口の増加は、桑員や三泗では比較的緩やかに進展する。

桑員

津三泗

（単位：棒グラフ（千人）、折れ線グラフ（％））

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

0～14歳

高齢化率

75歳以上
割合

出典：国立社会保障・ 人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）
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１７

三重県の構想区域別人口の将来推計②

○ 県南部では人口減少が加速度的に進むと予測される。

伊賀

東紀州松阪
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（単位：棒グラフ（千人）、折れ線グラフ（％））

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

0～14歳

高齢化率

75歳以上
割合



療養病床および一般病床の入院患者の流出・流入状況

医療機関
 所在地

患者
住所地

総数 北勢 中勢伊賀 南勢志摩 東紀州 県外 流出率

桑員 三泗 鈴亀 津 伊賀 松阪 伊勢
志摩 東紀州

総数 6.4 2.4 0.7 1.2 0.5 1.7 1.3 0.5 1.5 1.0 0.6 0.5 0.5 0.3 5%

北勢 2.5 2.2 0.1 0.0 0.0 0.2 12%

桑員 0.7 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 26%

三泗 1.3 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20%

鈴亀 0.5 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42%

中勢 1.5 0.1 1.3 0.1 0.0 0.1 15%

津 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 13%

伊賀 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 29%

南勢志摩 1.7 0.0 0.2 1.4 0.0 0.0 15%

松阪 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 24%

伊勢志摩 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 35%

東紀州 0.6 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 28%
東紀州 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 28%

県外 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － －

流入率 3% 9% 24% 18% 37% 24% 34% 11% 9% 32% 12% 10% 10% － －

資料：厚生労働省「令和２年 患者調査（個票解析）」

（単位：千人/日）

１８



１９

構想策定の具体的なスケジュール（案） 令和７年10月15日
第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料を基に一部改

R6年度
（2024）

R7年度
（2025）

R8年度
（2026）

R9年度
（2027）

R10年度
（2028）

R11年度
（2029）

R12年度
（2030）

地域医療構想

医療計画

５疾病・６事業  等

医師・薬剤師確保
外来・在宅医療

現行構想
〔～2025〕

新たな地域医療構想〔～2040〕

第８次計画（６年）
第９次計画
（６年）

第８次計画（前期）
（３年）

第８次計画（後期）
（３年）

第９次計画
（前期）（３年）

策定作業
（見込）

（中間見直し作業）

区域の点検・
見直し

必要病床数の算出
機能分化連携の議論

医療機関機能
報告開始

急性期拠点機能となる
医療機関の決定（R９年中）

【外来・在宅・介護との連携等】
慢性期需要等の見込みの共有
介護との連携等に係る議論

医療機関機能の確保
連携・再編・集約化の議論

※ 改正医療法では、新たな地域医療構想の取組はR9.4.1施行
とされている。改正法の附則において、令和10年（2028年）
度中までは新構想の取組を猶予する経過措置が設けられている。

（後期計画策定作業）

かかりつけ医
機能報告開始 順次、国からのデータ提供



２０

協議いただきたいこと ②

• 新たな地域医療構想の策定作業にあたり、国からは構想区域の点検・見直しを早期に行うこととされている。

本県のこれまでの取組 本県では、平成28年度に現行の地域医療構想を策定する際、二次医療圏をベースとしつつ、高齢社会に対応する
ため、在宅医療提供体制や、地域包括ケアシステムの構築などを見据え、より地域に密着した議論がなされるよう、関
係団体とも協議の上、二次医療圏を細分化し、８つの構想区域を設け、地域に根差した協議を進めてきたところ。

次期構想に向けて構想区域や医療圏のあり方を議論していく際には、これまでの地域に根差した協議の取組とともに、今後の人口
推計や患者の受療動向等をふまえつつ検討していきたい。

昨年度調整会議の内容

• いただいたご意見や今後の需給推計等のデータもふまえ、以下のスケジュールにより、見直し案の方向性を固めてはどうか。

⚫ 調整会議・医療審議会におい
て各区域の今後の在り方につい
て意見聴取。（点検・見直し
の必要性について）

～R８.３ ～R８秋ごろ

⚫ 構想区域の見直しについて調整会議において
合意

R９以降
⚫ 見直し後の構想区域もふまえた

医療機関機能に関する協議
⚫ いただいたご意見や今後の需給推計等の

データをもとに、新構想での構想区域を考察

※ 見直しを考える場合は様々な施策が構想区域単位で設定されている事情を考慮する。

• これまで医療審議会や地域医療構想調整会議において、特に東紀州区域については検討が必要といったご意見をいただ
いているところであるが、各地域の区域設定の在り方等について、 2040年頃を見据えた人口規模や現状の患者流出入
率等をふまえ、様々なご意見をいただきたい。

※ ここでの「見直し」とは必ずしも統合や再編を伴うものだけではなく、現状維持も含まれる。

協議いただきたいこと

→ のちに医療審議会においても協議

⚫ 調整会議において構想区域の見直し案を提示
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